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令和８年度勤労者の骨髄ドナー確保等活動支援金交付申請要領 
 

１  事業の概要 

 (1) 目 的 

      骨髄又は末梢血幹細胞（以下「骨髄等という。」）を提供するための休暇制度の
導入、骨髄等移植に関する普及啓発など、骨髄等を提供しやすい職場環境づくりと
ドナーの確保に積極的に取り組む企業を支援することにより、骨髄等移植の円滑な
推進を図ります。 

 

 (2) 支援金の名称 

   勤労者の骨髄ドナー確保等活動支援金（以下「支援金」という。） 

 

(3) 支援金の交付対象 

健康づくりチャレンジ企業（「企業との協働による健康づくり促進事業実施要領」

第３条）として兵庫県に登録されている企業・団体（以下「企業等」という。）であ

って、兵庫県内に所在する事業所において、次のステップを段階的に達成した者。 

 

区 分 項    目 

ステップ１ 

 
骨髄等ドナー特別休暇制度、または、骨髄等提供のために仕事

を休んだ場合に給与相当分が補償される仕組みを運用又は令和9
年3月31日までに導入すること。 
 
【留意事項】 

 （骨髄等ドナー特別休暇制度） 
日本骨髄バンクを通じて骨髄等を提供するために有給休

暇とは別に休暇を取得できる制度であり、名称は問いませ
ん。例えば、ボランティア休暇の取得事由の一つとして骨髄

等提供を認める場合も該当します。 
 
（骨髄等提供のために仕事を休んだ場合の給与補償） 

特別休暇の対象とならない非正規従業員等が骨髄等提供
のために仕事を休んだ場合、給与の減額分を補償する制度な
どが該当します。 
 

ステップ２ 

 
骨髄移植に関する普及啓発、理解促進に資する以下の全ての社

内広報の実施すること。  
 

 ・社内講習会の実施 
 ・チラシ又はリーフレットの配布 
 ・県提供のポスターの掲示 
 ・社員全員に対する休暇制度創設の周知（周知方法は任意） 
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※ 交付は同一企業について、各ステップ１回のみとします。同一企業等の中に

すでに交付を受けた事業所が存在する場合は、交付を受けることができません。 
※ 前年度までにステップ１を達成している者は、ステップ２を達成した場合に
支援金を交付します（同一年度に両ステップを達成する必要はありません。）。 

       
(4) 支援金の交付額【定額】 

ステップ１ 100,000円 
ステップ２  20,000円 
 

２ 申請等手続き 
  支援金に関する交付申請、交付の決定、交付、実績報告等については、別に定める

令和８年度保健医療部補助金交付要綱に従って行います。 
  具体的な手順は次のとおりです。 

 (1) 事業計画の検討・作成 
  ア 健康づくりチャレンジ企業に登録されていない企業等は、登録手続きをお願い

します（別添リーフレット参照）。 
イ 令和８年度中に支援金交付要件を満たす計画を立ててください。 

 
(2) 支援金交付申請書類の提出 

   事業計画の内容が決定したら、支援金交付申請書類を提出してください。 
   その際、令和８年度中に交付要件を満たす目途がたっていれば申請が可能です。

（申請時に講習会等の日時まで確定している必要はありません。） 
  ア 提出書類 
   (ｱ) 骨髄ドナー確保等活動支援金交付申請書（様式第１号－１） 
   (ｲ) 事業計画書（別紙１） 
   (ｳ) 事業計画書に定める添付書類 

   (ｴ) 誓約書 
   (ｵ) チャレンジ企業登録証 
   (ｶ) 債権者登録書（未登録の場合のみ） 
  イ 留意事項 
   (ｱ) 申請書類一式はメールにより提出してください。 

(ｲ) 提出書類について、県から内容の問い合わせをする場合があります。 
   (ｳ) 県から提出書類の修正や資料の追加提出を求めることがあります。 
  ウ 提出先（問合せ先） 
    兵庫県保健医療部薬務課 
        yakumuka@pref.hyogo.lg.jp 
  エ 提出時期 
    事業計画が決定したら速やかに提出してください。 

支援金交付申請書類一式を提出し、交付決定を受けた後に、事業を実施してい
ただくことになります。 
事業実施後の交付申請は認められませんので、ご注意ください。 

 
 (3) 審査・支援金交付決定 
  ア 申請された事業計画について、県が審査を行います。 
  イ 申請から支援金交付決定までは、１ヶ月を見込んでください。 
  ウ 審査の結果、支援金交付決定が認められない場合や事業計画の変更を求めるこ

とがあります。 

mailto:yakumuka@pref.hyogo.lg.jp


3 

 

 

 (4) 支援金交付決定通知書の送付 
審査の結果、申請された事業が支援金交付対象事業として承認されると、県から

支援金交付決定通知書(様式第２号－１)を送付します。 
なお、本通知書は、交付対象事業として承認されたことを通知するものであり、

支援金の交付が確定されたわけではありません。 
 
 (5) 事業の実施 
   支援金交付決定通知書を受け取った後、県に提出した事業計画書に従って、事業

を実施してください。 
 
 (6) 事業の変更、中止又は廃止 
  ア 事業実施内容が事業計画書の記載内容から変更になる場合、交付要件を満たす

範囲内であれば、そのまま実施して差し支えありません。 
    交付要件を変えるような変更には支援金変更申請書(様式第３号－１)を提出

していただきますが、事前にご相談ください。 
  イ 万一、交付要件を満たす事業実施ができなくなった場合は、速やかに骨髄ドナ

ー確保等活動支援金事業中止（廃止）承認申請書（様式第５号－１）を提出して
ください。県において申請内容を確認のうえ、骨髄ドナー確保等活動支援金事業
中止（廃止）承認通知書（様式第６号－１）を送付します。 

 
 (7) 事業実績報告書・支援金請求書の提出 
   事業を実施し終わったら、事業実績報告書と支援金請求書を提出してください。  

ア 提出書類 
   (ｱ) 骨髄ドナー確保等活動支援金事業実績報告書（様式第８号－１） 
   (ｲ) 事業実績報告書（別紙２） 

   (ｳ) 事業実績報告書に定める添付書類（就業規則全文、社内広報を実施したこと
がわかる資料等） 

   (ｴ) 骨髄ドナー確保等活動支援金請求書（様式第１０号－１） 
  イ 提出期限 
    次のいずれか早い日までに提出願います。 
   ・事業完了後１か月以内 
   ・令和９年４月９日 
 
 (8) 完了確認・支援金の支払い 
  ア 完了確認 

事業実績報告書が提出された後、県は当該事業について完了確認を行います。 
  イ 支援金の支払い 

事業が適正に実施されていることが確認されれば、県において支援金額を確定
し、支援金請求書に基づき、指定された金融機関の口座に支援金を振り込みます。 

    遅くとも令和９年５月31日までに振り込みます。 
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＜申請等手続きの流れ＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 問い合わせ先・申請書等の提出先 

  兵庫県保健医療部薬務課 薬務指導班 
Ｔ Ｅ Ｌ：０７８－３４１－７７１１（内線７９３１４） 
Ｆ Ａ Ｘ：０７８－３６２－４７１３ 
Ｅメール：yakumuka@pref.hyogo.lg.jp 
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(1)事業計画の検討・作成 

(2)支援金交付申請書類の提出 

(3)審査・支援金交付決定 
(4)支援金交付決定通知書の送付 

(5)事業の実施   
※事業を中止又は廃止する場合は、 

(6)事業中止（廃止）承認申請書を提出 
(7)事業実績報告書・支援金請求書の提出 

(8) 完了確認・支援金の支払い 
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